
65

《
資
料
編
》

《資料編》

1　いしかわ農業人材育成検討委員会委員名簿
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3　耕稼春秋について
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　いしかわ農業人材育成検討委員会 委員名簿

		 	 あん・まくどなるど	 国際連合大学高等研究所
		 	 	 	 いしかわ・かなざわオペレーティング・ユニット所長

		 	 石井　和克	 	 金沢工業大学　教授

○	 稲本　志良	 	 龍谷大学　教授（京都大学　名誉教授）

		 	 植村　まゆみ	 	 ジョブカフェ石川　エグゼクティブ・アドバイザー

		 	 岡嶋　啓介	 	 丸果石川中央青果（株）　
		 	 	 	 　取締役主管（管理担当・兼経営企画部部長）

		 	 北村　　歩	 	 （株）六星（前（社）日本農業法人協会　監事）

		 	 楠田　大介	 	 （株）パソナグループ
		 	 	 	 　事業開発部農業プロジェクトチーム長

		 	 作井　吉幸	 	 能登青翔高校　教頭

		 	 鈴木　　誠	 	 （株）ナチュラルアート　代表取締役

		 	 西井　秀一郎	 	 石川県農業協同組合中央会　専務理事

		 	 松川　篤裕	 	 （株）あきお　代表

		 	 松嶋　重史朗	 	 いしかわ農業振興協議会　顧問
	
◎	 丸山　利輔	 	 石川県立大学　学長

平成21年 3月18日現在

（五十音順、敬称略）

いしかわ農業人材育成プランの策定〈21年3月26日〉

第１回 （６月９日）：本県の農業人材の現状と課題等の検討（意見交換）

第４回 （11月25日）：関係機関が連携した総合的・体系的支援方向の検討

第５回 （３月18日）：最終取りまとめ（案）の検討

農家等からの意見収集

面談による聞き取り
後継者の確保手法について
農家・新規就農者（137人）、
JA、市町、地域リーダーなど

調査票の配布・回収（570人）
後継者確保の考え方について
農業法人協会会員、
いしかわ農業振興協議会会員

方法
内容
対象

時期対象

時期

農家意識調査

市町、JA等関係団体、農家、
流通・販売関係者、消費者、
教育機関など
10月28日～11月６日
（県内５会場）

10月24日～11月7日 
（15日間）
県HP掲載、
県経営対策課、農林総合事務所等
での閲覧・配布

地区別意見交換会 パブリックコメント

（注）先進事例調査を併せて実施

（注）支援内容は第4回以降に検討

（注）関係機関等からの意見聴取を併せて実施

第２回 （７月28日）：具体的な取り組み内容等の検討（意見交換）
第３回 （10月９日）：中間取りまとめ（案）の検討

方法
内容
対象

いしかわ農業人材育成検討委員会の設置（20年度）

方法

いしかわ農業人材育成プランの策定経過

◎：委員長、○：委員長代理
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耕稼春秋について

　加賀藩は農書の宝庫と言われていますが、「耕
こう

稼
か

春
しゅん

秋
じゅう

」はその最高傑作と言われています。全７巻で、

年中行事、稲の種類、商品作物の種類、農業技術、農機具について記されています。単なる農業技術

を記したものではなく、農業経営の指導書です。

　　	→　耕稼春秋以外の加賀藩の農書

　　　　	　農事遺書 (1709)（鹿野小四郎）

　　　　 　私家農業談 (1789)（宮永正運）
　　　　 　村松家訓 (村松標左衛門 )

　「耕稼春秋」は、加賀藩の十
と

村
むら

役
やく

（加賀藩の農政組織で大庄屋に相当）土屋又三郎（？～ 1719年）

が農業指導を行うために作成したものであり、土屋又三郎は加賀藩の農業の父と言われています。

　　→　５代藩主　前田綱紀 (1645 － 1724) の時代
　　→　耕稼：土地を耕して農作物を作ること。耕作

　土屋又三郎は、現在の金沢市神田在住で、父親の土屋勘四郎が辻斬りにより殺害された後、20歳

で十村役に就くと、自ら田畑に繰り出し、村の年寄りたちに教えを請い自ら農業を極めました。

　　→　耕稼春秋以外の土屋又三郎の著書
　　　　　金城盛衰記
　　　　　加越能大路水経

「耕稼春秋」（石川県立図書館所蔵）
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◆食と農業・農村を取り巻く環境、国の動き
○食の外部化の拡大、流通の多様化等により、コメ消費は更に減少、野菜等の生産は大規模産地や輸入品との競合により低迷。

○県内の農業を主たる仕事とする者の８割は60歳以上、中核農家（4,350戸）のアンケート結果（回収率35％）では、約５割が後継者がいないと回答。離農、混住化の進展により耕作放棄地の増加や集落機能の低下が懸念。

○国は、平成19年度から担い手施策を認定農業者や法人化を目指す集落営農組織に重点化。併せて、地域住民が共同で行う農地・農業用水等の環境保全支援対策を新たに施策。

◆取り組むべき施策の体系（５つの柱と18の課題）

新たな「いしかわの食と農業・農村ビジョン」の概要　〜“元気いっぱい！いしかわ農業”の展開〜

◆効果的に推進するための留意点

基本方針 目標指標（現状：H17、目標：H27）施策の柱（重点課題） 重点的な取り組みとその考え

家
庭
・
学
校
・
地
域
社
会
を

挙
げ
て
の
食
育
の
推
進

次
世
代
に
向
け
た
魅
力
あ
る

産
業
と
し
て
の
農
業
の
再
生

県
民
の
理
解
と
参
加
を
得
た

農
村
地
域
の
継
承
・
活
性
化

幅広い食育・地産地消の推進

❶食や農業への理解促進のための食育の推進
❷地域の食育や食文化を活用した地産地消の推進

❸生産（川上）から流通・販売・消費（川下）までが一体となった
　県産食材のブランド化の推進
❹産業連携等による新たな商品価値の創造
❺需要に即した競争力のある産地づくり（水田農業・園芸・畜産）
❻県産食材への信頼を支える安全・安心確保の仕組みづくり

次世代に向けた安定的な担い手の確保

❼農地の有効活用に向けた出し手・受け手の相互調整
❽企業的経営体の継続的発展に向けた支援
❾集落営農組織の経営体としての支援
10企業活力の積極的な導入支援
11多様な担い手を育成する効果的な農地整備の推進

環境創造型産業への転換

12「農業環境規範」と環境保全型農業技術の全県的な普及支援
13資源循環型農業の推進
14バイオマス資源の多様な利活用の促進

農村が持つ他面的な機能の保全・発揮

15農業・農村の多面的機能の再認識と理解促進
16安全・安心な地域づくりに向けた農業・農村の基盤・施設の整備
17地域ぐるみで行う農地・農業用水等資源の保全体制の確立
18交流機会の拡大や企業等多様な参画による集落の活力確保

農　

村

農　

業

食
≪食育≫
　●すべての小学生が農作業体験→学校等との協力で農業とふれあうきっかけづくり

≪地産地消≫
　●学校給食等で「地域食材の日」→県産食材利用アップの草の根運動
　●「旬の地場もの」もてなし運動→食材が豊富な石川県を県内ホテル・飲食店等からPR

≪環境保全型農業≫
　●閉鎖性水域など水質負荷の低減→すべての農業者による農薬・化学肥料の適正使用、干拓地内での水稲作の
　　優位性の実証等、エコ農業等のレベルアップした取組の面的拡大

≪資源循環型農業≫
　●地力は堆肥から→ゆうきの里などの家畜糞尿堆肥の計画的活用

≪地域資源の保全体制の確立≫
　●地域ぐるみの共同活動の推進→農地・水・環境保全向上対策の実施（←意識啓発のための「生き物調査」、「農山村景観
　　50選（仮称）」の実施）

≪中山間の過疎地域の活力確保≫
　●中山間でも自活できる農業経営づくり→水稲と地域特産品との複合経営モデルの検証普及、元気な直売所支援（ツアーの誘致）
　●持てる資源をフル活用→多様なパターンの企業連携（農業経営・研修・地域貢献）

≪特色ある農産物のブランド化≫
　●品目ごとに戦略作物プロジェクトチームを組織→生産から消費までの関係者を結集（販路や加工用途のターゲットを絞
　　った戦略的な生産・販売）
　●全国で唯一の品目の育成→“ルビーロマン”、“秋星”等
　●「食材情報センター（仮称）」の設置検討→実需と生産をつなぐ窓口機能、輸出も視野に
　●地域の個性的な農産物の活用→特産野菜等の種苗保存農家の登録制度創設、地域団体商標の活用促進

≪コメなど主要作物の足腰の強い産地づくり≫
　●「うまい・きれい石川米づくり運動」の徹底→産地間競争に勝ち残る全国トップレベルの品質の確保
　●新鮮・高品質の「全国に誇れる産品」づくり→自然条件を生かした花きのニッチトップ産地づくり、
　　管理を高度化した集出荷施設の整備、産地が行うマーケティングリサーチ支援（→セールスポイントを明確化）

≪各地域の安定的な農地利用の確保≫
　●２ステップ担い手育成による農地の利用集積→集落の合意形成に基づいた企業的経営体への農地集積や集落営農組織
　　の組織化等、発展段階に応じた集落指導
　●農業への参入希望企業と地域のマッチング→産地開発地や担い手不足地域への支援措置付きの企業誘致（サポートデス
　　クの設置）

≪次世代につながる農業経営の確立≫
　●低コスト・省力化／高収益経営モデルの実証→作業時間の最短化等、能登地域等の担い手不在地域対策
　●農は人なり（地域実態を踏まえた人づくり）→二世塾の開講（経営者としての資質向上）、人材バンクの
　　創設（求職・求人情報の整備）、産地トレーナー制度の創設（新規就農者のフォロー）、農業再生委員会の
　　創設（経営困難農業者の再生）

「工程表」の作成（ビジョンと同時に策定）
10年後（平成27年）の目標達成に向け、期間中の段階的な取り組み
計画とその具体的な指標を「工程表」として提示

「地域ビジョン」の策定（平成18年度）
農林総合事務所ごとに、関係機関の連携の下で地域の実情に即した対応
方針と目標を市町単位に明確化した「地域ビジョン」を策定

「工程管理」による効果検証の仕組みの導入（平成18年度～）
毎年度、計画の進捗状況と成果を検証し、情勢の変化に応じた施策・
工程表の適切な見直しを行なう。
中間年（５年後の22年）には、ビジョンの総点検を併せて行う。

消費者ニーズに応える戦略的な生産と流通

●農作業体験：すべての児童が小学校就学中に体験
●学校給食における県産食材の利用：

●戦略作物数：5品目→現状より増加
●１等米比率：77％→90％
●新形質米＋吟醸用酒米の作付面積：

●集落担い手プランの作成：

●担い手への農地利用集積率：20％→80％
●水稲主体の企業的経営体数：

●集落営農組織数：162→400組織

●農業環境規範の遵守：全農家で実施
●エコ農業の取組：1,322ha→4,000ha

●化学肥料・農薬５割削減地区数：０→50地区

　集落の資源保全管理の実態を踏まえ、国の
本格実施までに共同活動の実施面積の目標値
を設定

［構成例］市町・農業委員会・JA・土地改良区・観光（商工会）、中核農家・消費者団体・
　　　　   教育機関・農林総合事務所

（利用食材数（調味料を除く）の割合で５割）
30％～50％

73ha→250ha
（県産需要3倍以上増加）

※新形質米：粘りの強い米や加工適性の高い米、
　　　　　  アレルギー原因が少ない等新たな
　　　　　  形質を持った米

（10ha以上の主要な農業集落すべてで実施）

（企業的経営体（平均規模15ha）に水稲作付の５割を集積）

（集落営農組織（平均規模20ha）に水稲作付の３割を集積）

109→1,000集落

（684）→900経営体

（耕地面積の１割（現状の３割）へ拡大）




